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はじめに 

手腕振動による振動障害の新規労災認定件数は長期的には減少しているものの、

依然として、年間３００件以上となっており、その多くは、建設業及び林業の２

業種で発生している。 

我が国においては、これまで振動障害防止対策について、振動の強さに関わり

なく、振動ばく露時間（作業時間）を原則として１日２時間以下とすること等の

措置が講じられてきたが、近年における国内外の振動ばく露の評価をめぐる動向

をみるに、振動の強さ及び振動ばく露時間を考慮した考え方が広く取り入れられ

てきている。 

さらに、近年、防振型の電気グラインダー、電動ハンマー等の低振動、低騒音

の工具が開発されてきており、これら工具の普及を図ることは、振動障害等の防

止に資するものと考えられる。 

 このような状況を踏まえ、手腕振動に係る振動ばく露の基準、振動工具への振

動の強さ、騒音レベルの表示等について、厚生労働省労働基準局長が参集を依頼

した専門家によって構成される本検討会を９回にわたり検討を行った。 

この検討の結果が、工具の低振動化等の促進及び適切な作業管理の実施につな

がり、ひいては振動障害等の防止につながることを期待するものである。 
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第１ 振動障害防止対策の現状 

ここでは、チェーンソーとチェーンソー以外の振動工具とに分けて、我が国

の振動障害防止対策の概要を示し、現状を概観することとする。 

 

１.チェーンソーに係る対策の概要 

(1)作業管理 

チェーンソーの使用に伴う振動障害の予防については、昭和４５年２月２８

日付け基発第１３４号「チエンソーの使用に伴う振動障害の予防について」に

よりチェーンソー等の使用に係る当面の対策が示された後、「チエンソー取扱い

作業指針（昭和５０年１０月２０日基発第６１０号）」（以下「６１０号通達」

という。）が示され、これにより振動障害防止対策が講じられることとなった。 

 「チエンソー取扱い作業指針」では、振動及び騒音ができる限り少なく、か

つ、できる限り軽量なものを選定し、定期的に点検整備し、常に 良の状態を

保つことを定めているほか、作業の進め方に関する基準として、１日の操作時

間は２時間以下とすること、連続操作時間は長くとも１０分以内とすること等

を定めている。このほか、作業上の注意点としては、雨の中の作業等は努めて

避けること、防振及び防寒に役立つ手袋を用いること、作業中は軽くて暖かい

服を着用すること、寒冷地での作業では暖かい場所で休息を取るよう心掛ける

こと及びエンジンをかけているときは耳栓を用いることを定めている。 

 

(2)表示  

つづいて、チェーンソーによる林業労働者の振動障害を防止することを主な

目的として「チェーンソーの規格」（昭和５２年労働省告示第８５号）が一部の

規定を除き昭和５２年１０月１日から施行され、通常林業労働者が使用しない

と考えられた排気量４０ｃｍ３（立方センチメートル）未満のチェーンソーを除

き、「製造者名」「型式及び製造番号」「製造年月」「排気量」「重量（のこ部を除

き、かつ、燃料タンク及びオイルタンクが空である状態における重量をいう。）」

「振動加速度（別表第一に定める測定方法により測定された振動加速度の 大

値をいう。）」「騒音レベル（別表第二に定める測定方法により測定された騒音レ

ベルをいう。）」が見やすい箇所に表示されていること等の規格を具備していな

ければ、流通できないこととなった。 

なお、刈払機については「チェーンソーの規格」の適用対象となるものでは

ないが、「チェーンソーの規格」で定める測定方法によって振動測定する運用が

定着している。 



 

   2

 

(3)安全衛生教育 

 振動障害予防対策の実効をあげるためには、チェーンソーを用いて立木の伐

木等の業務に従事する者が適正な知識と技能をもって作業に当たることが必要

であることから、労働安全衛生規則の一部を改正する省令（昭和５２年労働省

令第２９号）が昭和５３年１０月１日から施行され、立木の直径に関わりなく、

チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務が、労

働安全衛生法（以下「法」という。）第５９条第３項の規定に基づく特別教育の

対象業務とされた。この改正に伴い、安全衛生特別教育規程（昭和４７年労働

省告示第９２号）の一部が改正され、学科教育科目の一つとして「振動障害及

びその予防に関する知識」が設けられた。 

 なお、当該教育を含め各種安全衛生教育については、相関連して総合的な観

点から実施されることが効果的であること等の基本的な立場に立って「安全衛

生教育推進要綱（平成３年１月２１日付け基発第３９号）」によって体系化され

ている。 

 

２.チェーンソー以外の振動工具に係る対策の概要 

(1)作業管理 

チェーンソー以外のいわゆる振動工具の使用に伴う振動障害の予防について

は、「チエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針（昭

和５０年１０月２０日付け基発第６０８号）」（以下「６０８号通達」という。）

が定められている。 

 この指針は、①さく岩機、チッピングハンマー、リベッティングハンマー、

コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレー

カー、スケーリングハンマー、サンドランマー等のピストンによる打撃機構を

有する工具を取扱う業務、②エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具で、

可搬式のもの（チェーンソーを除く）を取扱う業務、③携帯用皮はぎ機を取扱

う業務、④携帯用タイタンパーを取扱う業務、⑤携帯用研削盤、スイング研削

盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤（使用する研削とい

しの製造時における直径が１５０ｍｍ（ミリメートル）を超えるものに限る。）

を取扱う業務のうち、金属、石材等を研削し、又は切断する業務、⑥卓上用研

削盤又は床上用研削盤（使用する研削といしの製造時における直径が１５０ｍ

ｍを超えるものに限る）を取扱う業務のうち、鋳物のばり取り又は溶接部のは

つりをする業務を対象としているが、振動ができるだけ小さいものであること

といった工具選定基準のほか、業務に応じて、１日の作業時間、一連続作業時
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間、一連続作業時間後の休止時間に関して基準を設けている。このほか、防振

手袋及び防音保護具の着用、屋内作業の場合における暖房設備を有する休憩室

の設置、屋外作業における休憩設備の設置及び暖房措置等が定められている。 

 なお、この指針の対象工具に準ずる工具として、①電動ハンマー②コンクリ

ートバイブレーター③サンダー④バイブレーションドリル⑤インパクトレンチ

⑥バイブレーションシャー⑦ジグソーが定められている（「振動工具一覧表（昭

和５７年３月２４日付け労働衛生課長内かん）」。 

 

(2)表示 

 表示について直接的に言及している通達ではないが、「手持動力工具製造業者

が手持動力工具の低振動化において、その振動レベルの測定及び評価を行うと

きにこれによるべきもの」であるとして、「手持動力工具（チェーンソーを除く。）

の工具振動レベル測定方法について（昭和６３年１月８日付け基発第１１号）」

（以下「１１号通達」という。）が、昭和６１年２月に制定されたＪＩＳ（日本

工業規格）Ｂ４９００（手持動力工具の工具振動レベル測定方法）の方法によ

る振動測定を行う際の標準作動等を含む測定実施要領を示している。 

 

(3)安全衛生教育 

 特別教育を必要とする業務に準ずる業務として、「安全衛生教育推進要綱」に

基づき、「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進

について（昭和５８年５月２０日付け基発第２５８号）」及び「刈払機取扱作業

者に対する安全衛生教育について（平成１２年２月１６日付け基発第６６号）」

において実施要領が示されている。 
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第２ 振動リスクの考え方 

 手腕を介して人体に伝ぱした振動は、その物理的エネルギーによって手腕の

末梢血管、末梢神経及び運動器に直接的に影響を及ぼす。その一方で、振動刺

激は、手などに存在する感覚器を通して体性－自律神経反射を引き起こす。こ

れにより皮膚血管支配の交感神経活動が亢進して手指の血管収縮などが起こさ

れる。 

 このように手腕振動の人体への健康影響は、振動の物理的エネルギーによる

手腕系組織への直接的な影響と、振動刺激に対する自律神経反射を介した間接

的な影響の２つの影響が重なって生じてくる。その特徴的症状が手指白指症状

（以下、この手指の白指症状を単に「レイノー現象」という。）である。 

 レイノー現象は振動障害で起こる特徴的な症状であるが、手腕振動の人体へ

の影響は、末梢循環障害だけでなく、末梢神経障害及び頸部や上肢などの骨、

関節、筋肉、腱など運動器の障害がある。 

 振動障害は、手腕を介して人体に伝ぱした振動影響がその主要因子であるが、

機械や工具の発する騒音、寒冷な作業環境での身体冷却、工具の重量を支えて

操作する際の筋緊張などが随伴因子となるものである。 

 ここでは、レイノー現象に注目して手腕振動の振動ばく露影響を評価してい

るＩＳＯ（国際標準化機構）５３４９の概要を示すこととする。 

 

１.ＩＳＯ５３４９ 

 手腕振動の振動ばく露評価の規格化は、ＩＳＯ／ＴＣ１０８／ＳＣ４／ＷＧ

３において１９６９年より始まり、１９７９年にＩＳＯ／ＤＩＳ５３４９とし

て制定され、１９８６年に改正された。その後、改定作業がＩＳＯ／ＴＣ１０

８／ＳＣ４／ＷＧ３で始まり、２００１年５月にＩＳＯ５３４９－１

(Mechanical vibration  - Measurement and evaluation of human exposure to 

hand-transmitted vibration Part:1 General requirements）, ＩＳＯ５３４９－２

(Mechanical vibration  - Measurement and evaluation of human exposure to 

hand-transmitted vibration – Part:2 Practical guidance for measurement at the  

workplace)として振動ばく露評価に関する新しい規格が制定された。  

 これらＩＳＯ規格は、ＪＩＳにおいて全面的に取り入れられており、ＩＳＯ

５３４９－１はＪＩＳＢ７７６１－３（手腕系振動－第３部：測定及び評価に

関する一般要求事項）として平成１９年４月に、ＩＳＯ５３４９－２はＪＩＳ

Ｂ７７６１－２（手腕系振動－第２部：作業場における実務的測定方法）とし

て平成１６年３月に制定されている。 
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新しいＩＳＯ５３４９は、附属書であるが、日振動ばく露量Ａ（８）（１日８時

間の等価振動加速度実効値）とレイノー現象発症率が１０％になるまでの振動

ばく露年数との関係を明らかにし、振動ばく露と健康への影響の関係を示して

いる。 

また、改正前の規格では手持動力工具のハンドルの振動の 大軸１軸での許

容基準であったが、人体に伝わる振動は三方向の直交軸の全てを含んでおり、

３軸の各々における振動は、等しく有害であると想定されることから、人体に

伝わる振動を評価するためには、振動している機械、工具又はワークピースと

手が接触している部分の、三方向（３軸）すべての周波数補正振動加速度実効

値（ ( ) ( ) ( )rmshwzrmshwyrmshwx a,a,a ）を測定することが望ましいとしている。なかでも、

原則として３軸の振動を同時に測定することが望ましいものであり、順次測定

を行う場合は、各軸の測定条件がすべて同様に行われた場合に許容している。 

振動ばく露の評価にあたっては、３軸すべてを合成した量（ hva ）に基づいて行

うこととしている。この３軸合成値は、３軸それぞれの周波数補正振動加速度

実効値の二乗和平方根で定義されている（式（１））。 

 

( ) ( ) ( ) ( )
2

rmshwz
2

rmshwy
2

rmshwxrmshv aaaa ++=   式（１） 

 

 また、振動測定を１軸又は２軸だけで行う場合における、３軸合成値の推算

方法を規定している。まず、振動測定を１軸又は２軸で行う場合、その軸が確

認できるときには振動が 大の軸を含むものとしている。そして、その 大振

動軸の周波数補正振動加速度実効値から３軸合成値を推算するために、 大で

１．７の倍率が必要であるとしている(詳細はＩＳＯ５３４９－２に規定)。

大となる１．７の倍率とは、測定された周波数補正振動加速度実効値を３軸す

べてに均等にあてはめたケースのことであり、式（２）で表される。 

( )
2

measuredhw3a     式（２） 

 

式（２）の 3 を丸めて１．７という倍率が導かれる。 

振動ばく露は振動の強さとばく露の継続時間に依存することから、日振動ば

く露量を振動の強さと日振動ばく露時間から求めることとしている。この日振

動ばく露量は、Ａ（８）（１日８時間の等価振動加速度実効値）が評価する際の尺

度として用いられることから、式（３）の形で表される。 
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( ) ( )
0

v
rmshv T

T
a8A =   式（３） 

 

T0は基準ばく露時間（８時間）であり、Tvは時間（h）であらわす振動 ( )rmshwa へ

のばく露の合計日継続時間である。 

 なお、１日のうちに振動の強さの異なる工具を用いた作業が行われる場合は、

振動の合成値は式（４）により得られる。 

 

( )∑
=

=
n

1i
i

2
hv(rms)i

v
hv(rms) Ta

T
1a   式(４） 

 

ahv(rms)i は i 番目の作業の振動合成値であり，Ti は i 番目の作業の持続時間，n

は作業の合計数，そして Tvは n 個の作業にあたった時間(h)で示す合計時間で

ある。 

こうして得られた日振動ばく露量Ａ（８）の値と健康影響評価との関係につい

ては、ＩＳＯ５３４９－１の AnnexＣ（振動ばく露と健康への影響の関係）の中

で示されている。 

職業的な振動ばく露者群内の手腕系振動の健康障害を低減するために策定す

るばく露基準を規定するために用いることができるとして、表１を示しており、

日振動ばく露量Ａ（８）を表１の数値と比較することで、評価することとなる。 

 

表１ １０％のレイノー現象発症率になる日振動ばく露値Ａ（８）とばく露年数 

Dy、年数 １ ２ ４ ８ 

Ａ（８）、ｍ/ｓ２ ２６ １４ ７ ３．７ 

 

なお、振動に起因する手指レイノー現象の出現確率が１０％となる日振動ば

く露量とばく露年数の関係式も式（５）のとおり示されている。 

 

( ) 0618A
31.8Dy .=   式（５） 

Dy は、年数で表す群平均（生涯）ばく露時間である。  

 

また、ＩＳＯ５３４９－１の AnnexＥ（労働安全衛生のために責任者がとる

べき予防措置）において、Ａ（８）の値とは関係なく、振動ばく露の影響を低減す
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ることを目的とする技術的予防措置が規定されており、次の措置をとることが

望ましいとしている。 

① 異なる方法を選択できるときは、 小の振動ばく露となる方法を用いるこ  

と。 

② 異なる工具を選択できるときは、 小の振動ばく露となる工具を用いるこ 

と。 

③ 設備機器は、製造業者の取扱説明書に従い、注意深く保守点検すること。 

④ 工具は、作業者の手の上に冷たい気体又は流体が放出するのを防ぐもので 

あること。 

⑤ 可能であれば、低温状態で仕事をするときは振動機器のハンドルを暖める 

こと。 

⑥ 皮膚との接触部分に高い圧力がかかるハンドル形状は避けること。 

⑦ 選択できるのであれば、工具は 小の接触圧（把持及び押し付け力）のも 

のを選ぶこと。 

⑧ 工具質量は、振動の強さや接触力のような他の要因が増加しない限り、  

小に保つこと。 

 

このほかに、振動の影響を低減することを目的とする管理面からの予防措置

として次の措置をとることが望ましいとしている。 

① 労働者に、設備機器の適切な使用方法を教えるための適切な教育を行うこ  

と。 

② 振動障害は、長い時間にわたる継続する振動ばく露を避ければ、低減する 

ことが推測される。したがって、作業工程は、振動にばく露されない期間を

含むように段取りすること。 

③ 労働者を暖かく保つ措置を講じること。 

 

また、手を振動させる工具を使用する人に対する助言として、次の内容を記

している。 

① 仕事をするときは、工具をできる限り軽く握ること。 

② 異常振動が発生したら、作業監督者に連絡すること。 

③ 特に労働中、移動中又は振動機器を使っているときは、暖かく乾いた状態 

を保つために、ふさわしい衣類及び適した手袋を着用すること。 

④ 喫煙は、振動機器で仕事をする前及び仕事中は避けるか又は 小限にする 

こと。 

⑤ 白指が起きる、長期間指がしびれるといったことがあれば、医師に助言を 

求めること。 
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第３ 欧州の事情、米国の事情 

欧州における 近の振動障害に対する取組みは注目に値するものであり、ま

た、米国においても欧州の取組みを取り入れる動きがみられる。 

 ここでは、欧州における取組みとしてＥＵにおけ物理要因（振動）指令、米

国における取組みとして 近制定されたＡＮＳＩ（米国標準規格）について概

観することとする。 

 

１.ＥＵ物理要因（振動）指令 

 ＥＵ（欧州連合）の物理要因（振動）指令（Directive 2002/44EC of the European 

parliament and of the council of 25 June 2002 on the minimum health and safety 

requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical 

agents (vibration)）は、機械的な振動ばく露から生じる、あるいは生じる可能性

のある安全と健康への危険から労働者を保護するための 低必要条件を定めた

指令であり（Article1）、加盟国は、２００５年７月６日までにこの指令に適合す

るのに必要な法律、規則、政令を実施しなければならないと定めている

（Article14）。 

 ＩＳＯ５３４９－１に従って測定され、得られた周波数補正振動加速度実効

値の３軸合成値から、日振動ばく露量Ａ（８）を求め、これにより評価する考え方

は、日本産業衛生学会の手腕振動の許容基準勧告でも用いられているが、日本

産業衛生学会が２．８m/s2（メートル毎秒毎秒）を基準としているのに対して、

ＥＵの物理要因（振動）指令は、振動ばく露限界値（exposure limit value）を５．

０m/s2、振動ばく露対策値(exposure action value)を２．５m/s2としている（Article

３）。 

 また、Article４以降では、使用者（Employers）の義務が規定されている。 

Article4 は、危険性の特定と評価（Determination and assessment of risks）に関し

て規定している。使用者は危険性評価を行う場合には以下のことに特に注意す

るものとしている。 

① ばく露のレベル、種類（type）、期間(duration) 

② Article3 に定める振動限界値と振動暴露対策値 

③ 特に感応しやすい危険にある労働者の健康と安全に関するあらゆる影響 

④ 機械振動と職場あるいは他の労働機械装置との相互作用から生じる労働者

の安全に対する間接的影響 

⑤ 機械装置の製造者から提供される情報 

⑥ 機械振動のばく露レベル軽減のために考案された代替機械装置の存在 
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⑦ 使用者の責任のもとでの通常労働時間を超えた全身振動ばく露の延長 

⑧ 低温など特定の労働条件 

⑨ 可能な限り、発表情報を含む、健康監視（健康診断）から得られた適当な 

情報 

 

また、使用者は Article5、Article6 に従って、どのような対策を講じるべきか

を特定しなければならないと規定している。 

Article5 は、ばく露の回避・軽減を図るための規定をしている。Article5 では、

Article4 に定める危険評価に基づいて、Article3 で定める振動ばく露対策値以上

の場合、使用者は、機械振動ばく露とそれに伴う危険を 小限に減少するため

の技術的、組織的な対策の計画を作成し、実行することとし、その際、以下を

考慮することとしている。 

① 機械振動ばく露のより少ない他の作業方法 

② 適切な人間工学的設計による労働設備（機械装置）の選択、できるだけ振 

動の少ない労働の考慮 

③ 手腕系組織に伝達する振動を減少させるハンドルなど、振動による傷害の 

危険を減らす補助機械装置の提供 

④ 労働設備（機械装置）、職場、職場体制の適切な維持管理計画 

⑤ 職場や事業所の設計や配置 

⑥ 機械振動ばく露を 低限に減らすために、労働者に労働設備（機械装置） 

の正しく安全な使用法を教育するための十分な情報と訓練 

⑦ ばく露時間とばく露強度の制限 

⑧ 十分な休止時間を伴う適切な勤務時間割 

⑨ 寒冷や湿気から労働者を保護する衣料の提供 

 

また、「いかなる場合にも、労働者は振動ばく露限界値を超えてばく露されて

はならない。この指令を遵守するために使用者がとった対策にもかかわらず、

振動ばく露限界値を超えた場合には、使用者はただちに振動ばく露限界値以下

にばく露を削減する対策を講じる。使用者は振動ばく露限界値を超えた原因を

特定し、振動ばく露限界値を再び超えないように、保護・予防対策を改善する。」

と規定している。 

このように、Article5 では、振動ばく露対策値及び振動ばく露限界値に着目

した対策が規定されているものである。 

Article６では、労働者に対する情報提供や訓練に関して規定されている。 

 使用者は、労働中に機械振動から生じる危険にばく露される労働者及び/ある

いはその代表者が、Article4 に定めた危険評価の結果に関連する、特に以下の



 

   10

事項についての情報と訓練を受けられるよう保証するものと規定している。 

① 機械振動から生じる危険をなくする、あるいは 低限に減少するために、 

この指令を実施すべくとられる対策 

② 振動ばく露限界値と振動ばく露対策値 

③ Article4 に従って実行された機械振動の評価と測定の結果、及び使用され 

ている労働設備（機械装置）から生じる可能性のある傷害 

④ 傷害の徴候を見つけ報告すべき理由と方法 

⑤ 労働者が健康監視を受ける権利が生ずる状況 

⑥ 機械振動ばく露を 小限にする安全な労働行為 

 

 なお、振動ばく露限界値に関して Article5(3)に定める義務の履行に関し、次

の猶予規定が設けられている。 

「加盟国は、国内法あるいは慣習にしたがった労使双方との協議の後、２００

７年６月６日以前に労働者に与えられて、振動ばく露限界値を満たすことがで

きない労働設備（機械装置）が使用されているところでは、 新の技術進歩及

び/あるいは採られた組織的対策を考慮して、２００５年６月６日から 大５年

間の移行期間を利用する権利がある。」  

 

また、振動ばく露限界値に関して規定しているArticle5(3)の適用に関して、「あ

る労働者の機械振動曝露が、通常は Article3 にある振動ばく露暴露対策値を下

回るが、時々大きく変動して振動ばく露限界値を超える場合、加盟国は

Article5(3)の適用を免除されることができる。しかし、４０時間の平均ばく露値

は振動ばく露限界値以下でなければならず、またその労働のばく露パターンか

ら生じる危険が振動ばく露限界値でのばく露から生じる危険よりも低いことを

示す証拠がなければならない。この適用免除は、加盟国に対して、国内法およ

び慣習に従った労使双方との協議を行った後に認められる。この適用免除は、

特殊な状況を考慮して、発生する危険が 小限に減少され、当該労働者に対し

健康監視を強化することを保証するような条件を伴っていなければならない。」

と規定しており、一定の条件の下で、日振動ばく露量Ａ（８）で評価しなくてもよ

いこととしている。 

 

２.ＡＮＳＩ 

米国では、米国標準規格として、手に伝わる振動への人体ばく露の測定及び

評 価 に 対 す る 指 針 (ANSI S2.70 － 2006  Guideline  for Measurement and  

Evaluation of Human Exposure to Vibration Transmitted to the Hand）が制定され、
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２００６年５月１９日に発効した。 

 基本的な方針として、ＩＳＯ５３４９－１、ＩＳＯ５３４９－２、ＩＳＯ８

０４１（Human response to vibration – Measuring instrumentation）といったＩＳ

Ｏ規格が引用され、また、ＥＵの物理要因（振動）指令で規定されている振動

ばく露対策値及び振動ばく露限界値が取り入れられている。つまり、Ａ（８）で２．

５m/s2（振動ばく露対策値）が手腕振動への健康リスク閾値に相当し、５．０

m/s2（振動ばく露限界値）を超えるレベルの手腕へ振動ばく露される労働者は、

高い健康リスクを持つことが予期されるとし、振動ばく露対策値を超えた場合

は、AnnexB 及び AnnexC に規定される行動を含む、健康リスクを低減するため

に労働者の手腕振動へのばく露を低減するためのプログラムを開始することが

望ましく、また、労働者を振動ばく露限界値より大きい振動にばく露させない

ことを推奨すると規定している。 

 AnnexB では、健康リスクを回避または低減するためには、次の特別の注意を

払うことが望ましいとしている。 

① 手腕振動へのばく露がより少なくなる他の作業方法 

② 行う労働に考慮した、考えうる 小限の振動を発生する適正な作業機器ま  

たは良い人間工学的設計 

③ 手腕系へ伝わる振動を低減するハンドルのような、振動に起因する不詳の 

リスクを低減する補助機器 

④ 振動を発生する機器を良好な作業状態に維持するために策定された保守プ  

ログラム 

⑤ 可能であるならば、不適当な作業姿勢及び工具の重量に関係する不必要な  

静的負荷を低減するための作業場及び作業ステーションの設計及びレイアウ

ト 

⑥ 安全性を向上し、可能性のある手腕振動へのばく露を低減するために、機  

器の適切な使用について労働者を指導するための適切な情報及び訓練 

⑦ 手腕振動ばく露の継続時間及び強さの制限 

⑧ 適切な休憩時間を伴う適切な作業計画 

⑨ 寒冷及び湿潤から労働者を保護する適切な衣類 

 

また、工具及び保護具に関しては、「可能であるならば、手腕振動は振動を発

生する機器で低減することが望ましい。防振手袋のような個人用保護具を、手

腕系に振動が伝わるのを低減するために、用いてもよい。」と規定している。 

AnnexC では、労働者に対する教育訓練に関して、労働者に次に関する情報を

提示することが望ましいと規定している。 

① 手腕振動へのばく露を排除又は低減するために採る対策 
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② ばく露対策値及びばく露限界値 

③ なぜ、そしていかにして手腕振動に関係する負傷を発見し、報告するか。 

④ なぜ、そしていかにして手腕振動に関係する負傷の一因になるかもしれな

い作業状態を発見し報告するか。 

⑤ 手腕振動へのばく露を 小限にする安全労働訓練 

 

この米国標準規格で課題として残るのが、具体的な振動測定方法がこの規格

及び関連規格で規定されていないことである。 

 たしかに、この米国標準規格の本文中に、対応する国際規格又はそれに相当

する規格があれば、振動測定はそれを用いて行うとしているものの、国際規格

となると、ＩＳＯ８６６２（Hand-held portable power tools – Measurement of 

vibrations at the handles）及びＩＳＯ２２８６７（Forestry machinery – Vibration 

test code for portable hand-held machines with internal combustion engine – 

Vibration at the handles）がある程度であり、国際規格になく、ＥＮ（欧州規格）

５０１４４（safety of hand-held electric motor operated tools）及びＥＮ６０７４

５（Hand-held motor operated eｌectric tools－Safety）に規定されているような多

くの電動工具に関しては、この米国標準規格の適用方法が確定していない。 
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第４ 日本産業衛生学会の勧告 

 我が国では、日本産業衛生学会が手腕振動の許容基準を設定している。ここ

では、その内容や設定の根拠等について概要を示すとともに、日本産業衛生学

会やＩＳＯが、振動障害の症状のなかでもレイノー現象に注目した背景も記す

こととする。 

  

１.日本産業衛生学会の手腕振動の許容基準勧告 

ＩＳＯ５３４９－１が新しく制定されたことを受け、日本産業衛生学会にお

いて手腕振動の許容基準が検討され、日振動ばく露量Ａ(８)で評価する許容基準

が２００１年７月に設定された。その後、測定機器に関するＪＩＳ規格改正に

伴った測定方法に関する記述部分の変更等がされているが、日振動ばく露量Ａ

(８)で評価する基本的考え方についての変更はない。 

当該許容基準にあっては、１０年間の振動作業で我が国の男性における非振

動性のレイノー現象有症率３％を超えない程度にとどめることを目標に設定さ

れている。 

日本産業衛生学会の手腕振動の許容基準では、ＩＳＯ５３４９－１と同様に、

手持動力工具の振動が人体に与える影響を評価するにあたっては、式（３）と

同じ式を規定し、それにより求めた振動ばく露量Ａ（８）を用いているが、併せて

式（６）も規定し、日振動ばく露量Ａ（８）を許容基準である２．８m/s2とした場

合のＴ（分で表される許容ばくろ時間）とａｈｖ（周波数補正振動加速度実効値の

３軸合成値）の関係を示している。 

 

 

hv
2a

3763T =    式（６） 

 

 英国や北欧で報告されている非職業性レイノー現象の男性有症率は、４％か

ら１９％（平均的には１０％程度）であるのに対し、我が国の非職業性レイノ

ー現象の有症率は、これまで報告されているものを概括すると、男性で１％か

ら３％、女性で１％から４％程度であると考えることができる。 

 日本産業衛生学会の手腕振動の許容基準は、我が国の非職業性レイノー現象

の男性有症率が（１％から）３％であることを踏まえ、振動ばく露年数１０年

で男性のレイノー現象有症率が３％を超えないことを目標に設定されている

（レイノー現象有症率の推測式に振動ばく露年数１０年、振動加速度（単軸）
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２．０m/s2を代入すると、レイノー現象有症率２．６％（≒３．０％）という

値が得られる）。 

 この振動加速度（単軸）は、工具の振動が一番大きい方向の１軸のみの振動

加速度値であるが、現在、３軸合成値が評価基準として一般的に用いられてお

り、振動加速度値（単軸）２．０m/s2に、１．４を乗じて３軸合成値に換算し

た値２．８m/s2が日本産業衛生学会の手腕振動の許容基準として示されている

ものである。 

なお、日本産業衛生学会の手腕振動の許容基準では、ばく露時間が６分未満

であっても周波数補正振動加速度実効値の３軸合成値は２５．０m/s2を超えて

はならないとし、また、周波数補正振動加速値実効値の３軸合成値が１．４m/s2

以上のもののみを対象としている。このほか、振動が小さいものであっても、

振動ばく露時間は 1 日４時間以内にとどまるよう努め、４時間を超える場合で

も振動ばく露時間が１日８時間を超えてはならないとしている。 

述べてきたように、日本産業衛生学会の手腕振動の許容基準は、振動の強さ

と作業時間の許容基準を示したものであるが、振動障害防止には作業時間の管

理だけでなく、工具等の整備、操作方法、保護具の使用、保温、同時に随伴す

る騒音対策、日常の健康管理等総合的な管理が必要であるとしている。 

 

２.レイノー現象 

これまで紹介してきたように、日本産業衛生学会だけでなく、ＩＳＯを中心

とする諸外国においても、振動障害の症状のなかでレイノー現象に注目してい

る。 

これについて、日本産業衛生学会は手腕振動の許容基準の提案理由で「振動

障害の主要症状が末梢循環障害としての振動性レイノー現象であり、この現象

が客観的に認識しやすいこと等の理由による。しびれ等の末梢神経障害や骨・

関節障害の有症率は振動工具を使用しないものでも１０％前後とかなり高率で

あり、その成因も様々で、それらが振動性か否かを判断することが困難である。

また、それらの発症時点が不明確で、量－反応関係の判断を困難にしている。

さらにこれらの障害の判断方法がレイノー現象以上に困難であるという問題も

ある。」と述べている。 
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第５ 振動に関する測定装置 

ここでは、工具の発する振動の強さ等を測定するのに必要な測定機器につい

て、簡単な紹介をする。 

 

１．振動測定機器規格の経緯 

人体への影響を評価する方法に関する国際規格に対し、振動測定機器につい

ては長らく国際規格がなかったが、１９９０年、振動測定機器に関する規格と

してＩＳＯ８０４１が発効した。その後、ＩＳＯ５３４９が２００１年に改正

されたこと受け、ＩＳＯ８０４１も２００５年に改正された。  

我が国では、昭和５４年（１９７９）年にＪＩＳＣ１５１１（手持動力工具

振動レベル計）が制定された。その後、２００５年に改正されたＩＳＯ８０４

１のドラフトの段階で、ＪＩＳ化の取組みがなされ、このＩＳＯ８０４１の趣

旨を全面的に取り込んだ規格ＪＩＳＢ７７６１－１（手腕系振動－第１部：測

定装置）がＩＳＯに先駆けて平成１６年（２００４）年に制定された。なお、

ＪＩＳＢ７７６１－１が制定されたことにより、ＪＩＳＣ１５１１は廃止され

ている。 

 

２．振動測定機器の比較 

手腕振動に係るＪＩＳＣ１５１１が要求する振動測定機器は、測定できる振

動の強さがある一方向の工具振動レベル（周波数補正振動加速度実効値のｄＢ

（デシベル）表示値）であり、対象となる周波数範囲は８～1，４００Hz（ヘ

ルツ）である。 

一方、ＪＩＳＢ７７６１－１が要求する振動測定機器は、ＩＳＯ５３４９－

１の周波数補正曲線による周波数補正を行い、３軸同時に周波数補正振動加速

度実効値を求めることができるものであり、対象となる周波数範囲もＩＳＯ５

３４９－１が対象とする８～１，０００Ｈｚである。この測定機器には、周波数

補正振動加速度実効値を求めることを目的とした簡易測定機器と、周波数補正

振動加速度実効値を求めるだけでなく周波数分析も行うこともできる汎用測定

機器がある。 
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第６ 国内外における振動値等の表示に関する取組み 

 測定した工具の振動の強さを告知する方法については、国内外で表示、記載、

色分けといったしくみがある。ここでは、表示、記載等するために必要な振動

測定に係る試験規則とともに、関連したＥＵの指令や対応について概要を示す

こととする。 

 

１.１１号通達とＩＳＯ８６６２ 

我が国では、工具を製造する者が手持動力工具の工具振動レベルを比較でき

る測定方法について、昭和６３年に通達されている（１１号通達）。 

一方、ＩＳＯでは、各種手持動力工具別にＩＳＯ８６６２のＰａｒｔ２:Ｃｈｉｐｐｉ

ｎｇ ｈａｎｍｍｅｒｓ ａｎｄ ｒｉｖｅｔｉｎｇ ｈａｍｍｍｅｒｓ からＰａｒｔ１４:Ｓｔｏｎｅ－ｗｏｒｋｉｎｇ 

ｔｏｏｌｓ ａｎｄ ｎｅｅｄｌｅｓ ｓｃａｌｅｒｓまで工具別振動測定方法を制定している（Part１は

General）。 

ここでは、１１号通達とＩＳＯ８６６２の内容を紹介するとともに、両者の

比較を行う。 

 

(1)11 号通達 

我が国では、昭和６１年制定のＪＩＳＢ４９００で工具振動レベルの測定方

法が定められていたが、測定条件によって測定値が変動するため、手持動力工

具の主要機種ごとに、ＪＩＳＢ４９００の測定方法で測定を行う際の標準動作

を設定することが必要であった。そこで、専門家による検討結果に基づき、標

準動作を設定した測定方法として策定されたのが、１１号通達である。なお、

同通達において、チェーンソー及び刈払機の振動測定については、「チェーンソ

ーの規格」の別表第一における振動加速度の測定方法により行うことが定着し

ていることから、それによることとされている。 

１１号通達で扱われる手持動力工具は、工具の機構により、２２の工具をピ

ストン内蔵工具（打撃工具）、エンジン内蔵工具、振動体内蔵工具、回転工具、

締付工具の５種類に分類し、それぞれに、測定値、測定方法及び測定手順が規

定されている。 

測定値は、全ての工具で、振動評価値である等価工具振動レベルで評価する

ことが規定されている。また、測定方法に関して、被加工物が指定されており、

測定時の工具の状態が説明されている。測定手順は、何台の工具で何回測定す

るか、及び１回の測定時間が指定されている。測定位置については、工具のハ

ンドル部の手の位置又はその至近点とされている。 
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なお、ＪＩＳＢ４９００は、ＪＩＳＢ７７６１－２が制定された平成１６年

３月２０日に廃止されている。 

 

(2)ＩＳＯ８６６２ 

ＩＳＯ８６６２は、手持動力工具による振動障害の予防、ＥＵの機械指令

（DIRECTIVE 98/37/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 22 June 1998。なお、手腕振動に係る部分に大きな変更はないが、2006

年 5 月、2006/42/ＥＣにより機械指令は改正され、2009 年 12 月に発効する。）におけ

る物理的要因（振動）から生じる危険に対する労働者のばく露に関する安全衛

生の必要 低条件の振動評価をより適切なものにするため、さまざまな工具の

特徴を考慮し、また国際的に測定データに互換性を持たせるための国際規格と

して、手持動力工具の工具別振動測定方法を規定したものである。 

ＩＳＯ８６６２は、１９８８年にパート 1 が制定され、工具別の振動測定方

法を規定するパート２からパート１４は、１９９０年代に相次いで制定されて

いる。 

各パートには、測定値、測定治具、測定軸及び測定位置、測定方法、測定手

順等が規定されている。１１号通達と異なり、振動の強さとして周波数補正振

動加速度実効値が全てで規定されており、工具の動力源や動作等による電圧・

油圧・空気圧または Blow frequency や Rotational speed 、feed force 等の測定条

件となるものも規定している。治具に関しては、変換器や測定時に使用する器

具について説明がされている。測定方向及び測定位置は、振動方向を考慮した

測定方向の指定と工具のどの位置で測定するかが記述されている。測定方法は、

条件によって被加工物の設計や測定時の操作者の姿勢と工具の状態も説明され

ている。測定手順は、実際に試験を行う場合に、何人が何回測定するのか、及

び１回の測定時間が設定されている。実際に測定するとなると、たとえ測定方

法が記載されていても文面だけでは理解しにくいが、ＩＳＯ８６６２では、測

定するときの状態が絵や写真で示されている。また、試験結果の報告書の記述

方法として、実際に書き込めるように様式が示されており、測定データが測定

条件により曖昧なものにならないように考慮されている。 

 

(3)１１号通達とＩＳＯ８６６２との比較 

 １１号通達もＩＳＯ８６６２も、工具を製造する者が手持動力工具をより低

振動のものにするため、あるいは振動障害の予防に必要な振動ばく露評価値を

得るために工具別の振動測定方法を規定しているものであるが、１１号通達に

対して、ＩＳＯ８６６２は国際規格であり、世界各国で測定されたデータに互

換性を持たせることも目的の中に考慮されている。 
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また、１１号通達とＩＳＯ８６６２とでは、測定値、測定回数、測定方向、

測定位置及び測定方法に相違点があり、振動測定方法及び振動評価方法におい

て互換性はないものといえる。 

なお、ＩＳＯ８６６２については、全てのパートがＪＩＳ規格に取り入れら

れており、ＪＩＳＢ７７６２（手持ち可搬型動力工具－ハンドルにおける振動

測定方法）として平成１８年（２００５年）に制定されている。 

 

２.ＥＵ機械指令 

(1)EU 機械指令 

ア 取扱説明書への記載について 

現在、ＥＵ加盟国内で販売される全ての手持ち式（hand-held）又は手誘導式

（hand-guided）の動力工具（machinery）について、その取扱説明書に適切な試

験規則により得た振動の強さ（周波数補正振動加速度実効値が２．５m/s2以上

のものはその値、２．５m/s2未満のものについてはその旨）を記載することが、

ＥＵの機械指令に規定されている。適切な試験規則とは、適用する試験規則の

優先順位が定められているということであり、優先順位は次のとおりである。 

① ＥＮ規格 

② 該当するＥＮ規格がない場合は、国際規格（ＩＳＯ規格、ＩＥＣ（国際電 

気標準会議）規格） 

③ ＥＮ規格、国際規格とも該当する規格がない場合、ＥＵ加盟国の国内規格 

④ ①②③のいずれにも該当する規格がない場合は、試験方法・条件等の詳細 

を取扱説明書に記載する。 

 

取扱説明書への振動の強さの記載を含め、ＥＵ機械指令で要求されている事

項を満足しなければ、工具を製造する者はＣＥ（Comunite European）マーキング

を行うことはできず、事実上、ＥＵ加盟国内での販売ができないことを意味す

る。 

イ 取扱説明書への記載に係る周辺事情について 

振動の強さを取扱説明書に記載するにあたり、記載箇所及び記載方法につい

ての制約はなく、一般的にはＣＥ適合宣言とともに記載される、又は機械仕様

の一部として記載されている。 

ＥＵ機械指令は、カタログ又は工具本体には振動の強さを記載又は表示する

ことを求めていないが、カタログへの記載に関しては、過去、工具を製造する

者が自主的にカタログに振動の強さを記載する動きがみられた。しかし、不当

な競争を煽るおそれがある等の理由から、カタログに振動の強さを記載しない
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ことで業界による自主規制が行われている。工具本体への表示に関しては、英

国においては工具の利用の多くがレンタルであり、工具レンタル業界が、工具

を借りる者がより低振動の工具を簡単に選択できるよう、振動の強さに応じて

３つ（赤、黄色、緑）に色分けしてレンタル工具の一覧表や工具本体に表示す

る取組み（トラフィックライトシステム）を行っている。また、色分けに応じ

た作業時間目安も設けているものの、複数の工具を一作業日のうちに用いる場

合、工具を使用する者が、工具ごとの作業時間目安を加算して一日あたりの作

業時間目安を求めてしまうといった誤解例も聞かれる。 

ウ 記載内容の信用性について 

ＣＥマーキングに関しては、第三者機関によるＣＥ適合認証制度といった制

度が導入されているわけではなく、工具を製造する者の自己申告に委ねられて

いる。しかし、工具を製造する一般的なメーカーが虚偽記載をしていたという

事例は見受けられない。ＥＵの機械指令において、虚偽記載に対する罰則は定

められていないが、工具を製造する者自身が、虚偽記載は信頼を損ね、多大な

損失を被るものであることを十分認識していることが関係している。 

 工具を製造する者どうしの競争が熾烈なため、競業他社の記載内容について

信用できない等として紛糾する事例は聞かれるが、そのような場合当事者のい

ずれかが公的機関に測定を依頼し、解決を図っているようである。 

 また、「買い上げ試験」のようなシステムもあるようであるが、取扱説明書に

記載されている振動の強さを虚偽記載していた等の問題があったということは

聞かれない。 

 

(2)振動測定に関する試験規則 

振動測定に関する試験規則として、ＥＮ規格では、電動工具についてＥＮ５

０１４４やＥＮ６０７４５がある。 

ＥＮ５０１４４はＥＮ６０７４５に移行しつつあるが、ＥＮ６０７４５の適

用を受ける電動工具のほとんどは、振動測定等に係る事項の部分については移

行が済んでいないことから、一時的にＥＮ５０１４４の規定をそのまま当ては

めている。また、空気圧工具、油圧工具、一部の電動工具等については、ＩＳ

Ｏ８６６２に拠ることとなっており、主として農林業で用いられるエンジンチ

ェーンソー及びエンジン刈払機については、ＩＳＯ２２８６７に拠ることとな

る。 

なお、ＩＳＯ２２８６７は、エンジンチェーンソー及びエンジン刈払機の使

用特性が考慮されており、排気量８０ｃｍ３未満のものはフルロード（きょ断）、

レーシング（空ぶかし）及びアイドリングの状態での振動を、排気量８０ｃｍ３

以上のものフルロード（きょ断）とアイドリングの状態での振動を総合評価し
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て、周波数補正振動加速度合成値の３軸合成値を求めることとしている。 

 

(3)人体への健康影響を評価する際等の問題 

ＩＳＯ５３４９で、人体への影響を評価する振動として、振動の強さを３軸

で評価する考え方が取り入れられたが、ＩＳＯ８６６２、ＥＮ５０１４４及び

ＥＮ６０７４５のほとんどが単軸測定を規定しており、３軸評価に対応したも

のに改正されるには至っていない。 

 ２００１年のＩＳＯ５３４９の改正に伴い、ＩＳＯ８６６２やＥＮ６０７４

５を単軸測定から３軸測定へ改定する方向に作業が進められているものの、Ｅ

Ｎ６０７４５はＣＥＮＥＬＥＣ（欧州電気標準化委員会）が担当し、ＩＳＯ８

６６２の改定はＩＳＯとＣＥＮ（欧州標準化委員会）の共同作業で行われてお

り、担当を別にすることから、ＩＳＯ８６６２の主たる対象である油空圧工具

とＥＮ６０７４５の対象である電動工具とで振動測定方法が統一される見込み

は少ないと考えられている。 

 しかし、ＥＵ加盟国へ輸出している我が国の代表的なメーカーにあっては、

単軸測定を規定しているＩＳＯ規格又はＥＮ規格に係る工具であっても、当該

ＥＮ規格又はＩＳＯ規格に準拠しつつ３軸測定をすでに実施しており、ＥＵ機

械指令に基づき、単軸測定による振動の強さを取扱説明書に記載しているもの

もあるが、データとして３軸測定した値は持ち合わせている。 

なお、２００１年改正のＩＳＯ５３４９を受けて制定されたＩＳＯ２２８６

７は３軸測定を規定しており、測定機器としても２００５年改正ＩＳＯ８０４

１を指定しているので、ＩＳＯ２２８６７に基づき測定された振動の強さは、

ＩＳＯ５３４９－１に当てはめ、人体への健康影響評価として用いることがで

きる。 

なお、ＩＳＯ８６６２は、平成１８年（２００６年）にＪＩＳＢ７７６２と

して我が国は取り入れたところであるが、ＥＮ５０１４４、ＥＮ６０７４５及

びＩＳＯ２２８６７等は、現在のところ、ＪＩＳ規格として取り入れる動きは

ない。 

 

(4)単軸値と３軸値に関するＥＵにおける対応 

 第２の１で紹介したように、単軸値に１．７の係数を乗じて３軸合成値を算

出することが、 も安全側にたった評価となる。 

これに関連して、単軸値の３軸値への換算をめぐるＥＵの対応を紹介する。 

試験規則に基づく単軸値と人体への影響を評価する際に用いる３軸合成値の

差異に関しては、ＥＵにおいて課題とされており、ＩＳＯ８６６２が３軸対応

となるようその改正を急いでおり、ＥＮ６０７４５も３軸測定への切替えを急
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いでいるという状況にある。 

しかし、これらの規格が３軸測定へ切り替えた格好ですべて揃うには相当の

期間を要することから、その間はＣＥＮがＴＲ１５３５０ という Technical Report

（Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using 

available information including that provide by manufactures of machinery）を発行し

対応しようとしている。これは、単軸値に一定の係数を掛けて３軸合成値をシ

ュミレートしようとするもので、これはＩＳＯ５３４９－１及びＩＳＯ ５３４

９－２の記述を根拠とし、ＣＥＮ独自のデータを加えて係数を決めている。 

欧州（特に英国）では，単軸値及び３軸合成値の概念が浸透しており，かつ、

取扱説明書への振動の強さの記載にあたって、どの規格に準拠したか（例えば、

電動工具ならＥＮ５０１４４かＥＮ６０７４５）を記載していることから，取

扱説明書に記載された振動の強さが、単軸値か３軸合成値かの判断はユーザー

サイドが行っている。当然、工具を使用する事業者もその判断が出来ており、

単軸値であれば多くはそれに１．５の係数を乗じて、３軸合成値を算出し、使

用時間管理に用いている。英国のＨＳＥ（The Health and Safety Executive ）の

Guide to good practice on HAND-ARM VIBRATION にもこれに関する記述がされ

ている。 
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第７ 今後の対策の方向 

これまで紹介してきた手腕振動に関する国内外の動向等のほか、本検討会に

おける振動、騒音及び質量に関する議論、検討を踏まえ、我が国における振動

障害等の防止に係る作業管理等のあり方を、今後の対策の方向として示すこと

とする。 

 

１.表示関係 

(1)表示の必要性 

現在、振動障害防止対策を講ずる必要があるとされている昭和５０年１０月

２０日付け基発第６１０号「チエンソー取扱い作業指針」(以下「チエンソー取

扱い作業指針」という。)、昭和５０年１０月２０日付け基発第６０８号「チエ

ンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(以下「チエ

ンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」という。)及

び昭和５７年３月２４日付け労働衛生課長内かんで示された「振動工具一覧表」

に掲げられている工具であって、主に労働者が使用するものについては、振動

の強さの表示が必要な対象工具に含めることが適当であると思われる。 

 

(２)表示内容（表示すべき振動の強さ） 

欧米で取り入れられている日振動ばく露量Ａ（８）を算出するために必要な「周

波数補正振動加速度実効値の３軸合成値」を表示するのが適当である。 

ア チェーンソー等の取扱い 

排気量４０ｃｍ３以上のエンジンチェーンソー（及び同様の取扱いがされている 

刈払機）については、「チェーンソーの規格」に基づき振動加速度を測定し、そ

の最大値をチェーンソー本体の見やすい箇所に表示されているが、当該最大値

からは直接、日振動ばく露量Ａ（８）を求めることはできず、当該最大値は人体へ

の健康影響を考慮した振動の強さを表すものでないことから、周波数補正振動

加速度実効値の３軸合成値について表示することを検討する必要がある。 

しかし、「チェーンソーの規格」による振動測定方法で行う場合は、「チェー

ンソーの規格」による振動加速度の最大値を求めるために行った周波数分析し

た測定データから、換算計算によって周波数補正振動加速度実効値の３軸合成

値相当値を求めておくことも可能である。 

また、「チェーンソーの規格」のいわゆる「３Ｇ規制」については、チェーン

ソーの低振動化に寄与してきたことに配慮しつつ、振動ばく露による人体への

健康影響に関する今日の国際的な考え方に沿った必要な検討をすることが適当
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と考える。 

イ 振動の強さが一定の値未満の場合の表示 

ＥＵの機械指令の規定にならい、２．５ｍ/ｓ２未満である場合、値そのもの 

の表示ではなく、２．５ｍ/ｓ２未満である旨を表示することで足りる。 

 

(3)表示箇所 

購入又は使用の段階で工具の振動の強さを常時確認できることが重要である

から、表示箇所は工具本体の見やすい箇所とすることが適当である。 

また、振動測定の再現性を担保する観点から、取扱説明書等には準拠した振

動測定に関する測定規格も記載するものとする。 

なお、流通している又は使用されている工具の取扱いについては、振動の強

さは日振動ばく露量Ａ（８）を算出するために必要なものでもあるため、メーカー

等のホームページに掲載等により振動の強さがユーザーによって確認できるよ

うにする。 

 

(4) 表示のための振動測定方法（準拠すべき規格） 

原則として、（１）ＪＩＳＢ７７６２（又はＩＳＯ８６６２）（２）ＩＳＯ２

２８６７（３）ＥＮ５０１４４又はＥＮ６０７４５等海外規格であって海外に

おいて広く通用しているものの順で優先適用する（ただし、（１）から（３）に

掲げる測定規格の対象とならない工具について振動測定する場合又はメーカー

等において（１）から（３）に掲げる測定規格に拠りがたい事情がある場合は、

ＪＩＳＢ７７６１－２に準拠した振動測定を行うものとする）。 

なお、単軸測定を規定している測定規格であっても、原則として３軸測定を

行う（ただし、ＩＳＯ８６６２等に基づいて単軸測定した測定データがすでに

ある工具については、当該単軸値に１．７を乗ずる等一定の換算により３軸合

成値相当値を求めることでも可）。 

 

(5) その他の表示 

ア 騒音レベルに関する表示 

通常、作業現場において、騒音を発する工具又は機械等は複数同時に使用さ

れていることから、工具の騒音レベルの表示値は、それをもって直接的に作業

環境管理又は作業管理等の指標にはし難い。 

したがって、振動の強さの表示が優先的に取り組まれるべきであり、メーカ

ー等による工具の騒音レベルの測定及び表示は、実施可能な者から取り組んで

いくことが望ましい。  

 また、騒音作業現場における騒音レベルの測定・評価及び作業管理について
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は、「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づき実施するものとする。 

イ 質量に関する表示 

できるだけ軽量な工具を用いるようにすることは、振動障害の防止だけでな

く、手腕にかかる負担を軽減するためにも大切であるが、質量は、振動の強さ

又は騒音レベルに比して軽重の判別が容易であることから、取扱説明書には記

載することが望ましい。 

 

２.作業管理関係 

(1) 振動ばく露の評価 

 ＩＳＯ５３４９－１（ＪＩＳＢ７７６１－３）、日本産業衛生学会等が周波数

補正振動加速度実効値の３軸合成値及び日ばく露時間（日作業時間）で規定さ

れる評価（日振動ばく露量Ａ（８）による評価）を取り入れており、これら国内外

の動向に鑑み、日振動ばく露量Ａ（８）の考え方を取り入れることが適当である。 

 

(2)振動ばく露に関する基準 

先駆けた取組みがされているＥＵ諸国の規制状況等を参考に、日振動ばく露

対策値を日振動ばく露量Ａ（８）で２．５ｍ/ｓ２、日振動ばく露限界値を日振動ばく

露量Ａ（８）で５．０ｍ/ｓ２と定めることが適当である。 

日々の作業管理にあたっては、作業管理計画を定め、振動ばく露限界値を超

えないよう徹底する。さらに、日振動ばく露量Ａ（８）が振動ばく露対策値以上と

なるような場合は、振動ばく露対策値以下に近づけるよう作業時間の抑制及び

低振動工具の選定・使用に努めなければならないものとする。 

１日の作業時間に関する対策を除く、一連続作業や保護具の使用といった等

「チエンソー取扱い作業指針」及び「チエンソー以外の振動工具の取扱い業務

に係る振動障害予防対策指針」に基づきこれまでとられてきた対策については、

引き続き講じていくことが適当である。 


